


必要です。ただし、申請手数料は出店する品目によって異なりますので、

詳細はイベントが行われる区の保健所にご相談ください。

本来、飲食業を行なうためには、建物の中に施設基準を満たした厨房を設ける必要が

あります。屋外での調理はこれらの設備を整えることが難しいので、緩和した施設基

準での営業を認めています。

調理は施設基準を満たした施設内で行なってくださいね。施設外での調理はできません。

などです。

提供直前に十分に加熱できる食品に限る

包丁、まな板を使った複雑な調理はできない

原則として、一つの施設につき提供できる食品は一種類に限る

下処理をしたものを、焼くだけ、煮るだけなどの単純調理のみできる

食品の販売だけなら、許可は不要ですが、販売するものによっては届出が必要にな

ります。包装されていないお肉やお魚は販売できません。また、お菓子など自分で

製造した食品を販売する場合は、製造する施設に許可が必要な場合があります。

何をどのように販売したいのか、相談してくださいね。

イベントのように臨時的な営業でも、営業許可は必要です。

食品の安全を確保するためのいろいろな制限があります。

たとえば



二
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